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 職員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全体が働きやすい環境をつくるこ

とによって、全ての職員がその能力を十分に発揮できるよう、次のように行動計画を策

定する。 

 

 

１ 計画期間  令和４年４月１日～令和９年３月３１日 

 

 

２ 内  容 

 

  目標 計画期間内に、妊娠中及び出産後の職員に対し相談窓口を設置し、幅広い 

相談に応ずることができる体制をつくる。 

 

 ＜対策＞ 

  ・令和４年４月～   妊娠中及び出産後の職員に対し相談窓口を設置し、園内回

覧等による相談窓口の周知や出産・育児に関する情報提供

を行う。 

 

 

 

  目標 男性職員にも育児参加しやすい環境整備を推進する。 

  

 ＜対策＞ 

  ・令和４年４月～   令和４年１０月１日から育児休業・産後パパ育休の取得が

しやすくするための制度の見直しを行う。 

  ・令和４年１０月～  対象者への育児休業・産後パパ育休の取得個別周知や意向

確認を行う。 

 


